
福 井 県 公 害 防 止 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正  新 旧 対 照 表  

  第 一 条 に よ る 改 正  

新  

 

旧  

  

第 五 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 届 出 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 届

出 書 に 、 そ の 写 し 一 通 を 添 え て 行 う も の と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  

四  条 例 第 十 九 条 第 三 項 （ 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 お よ び 第 三 十

八 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出  承

継 届 出 書 （ 様 式 第 五 号 ）  

五 ～ 十 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 事 故 発 生 の 届 出 を 要 す る 施 設 ）  

第 十 八 条  条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 施 設 は 、 次 に 掲

げ る 施 設 と す る 。  

一  特 定 施 設  

二  大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 三 年 政 令 第 三 百 二 十 九

号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 、 同 令 別 表 第 一 の 二 に 掲 げ る 施 設

お よ び 同 令 別 表 第 二 に 掲 げ る 施 設  

三  水 質 汚 濁 防 止 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 二 条

第 四 項 に 規 定 す る 指 定 施 設 、 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 四

十 六 年 政 令 第 百 八 十 八 号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 お よ び 同 令

第 三 条 の 五 各 号 に 掲 げ る 施 設  

四  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 第 二 十 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 汚 染 土 壌 処 理 施 設  

五  ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 平 成 十 一 年 政 令 第

四 百 三 十 三 号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 お よ び 同 令 別 表 第 二 に

掲 げ る 施 設  

六  第 九 条 各 号 に 掲 げ る 物 質 を 含 む 原 材 料 を 貯 蔵 す る 施 設 （ 第

三 号 に 規 定 す る 施 設 を 除 く 。 ）  

七  前 各 号 に 掲 げ る 施 設 か ら 排 出 し 、 ま た は 発 生 す る 汚 水 等 を

処 理 す る 施 設  

 

 （ 汚 水 等 の 量 の 測 定 を 要 す る 特 定 施 設 ）  

 

第 五 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 届 出 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 届

出 書 に 、 そ の 写 し 一 通 を 添 え て 行 う も の と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  

四  条 例 第 十 九 条 第 三 項 （ 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出  承 継 届 出 書 （ 様 式 第

五 号 ）  

五 ～ 十 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

（ 事 故 発 生 の 届 出 を 要 す る 施 設 ）  

第 十 八 条  条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 施 設 は 、 次 に 掲

げ る 施 設 と す る 。  

一  特 定 施 設  

二  大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 三 年 政 令 第 三 百 二 十 九

号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 お よ び 同 令 別 表 第 二 に 掲 げ る 施 設  

  

三  水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 六 年 政 令 第 百 八 十 八 号 ）

別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 お よ び 同 令 第 三 条 の 五 各 号 に 掲 げ る

施 設  

 

 

 

 

 

 

 

四  第 九 条 各 号 に 掲 げ る 物 質 を 含 む 原 材 料 を 貯 蔵 す る 施 設  

 

五  前 各 号 に 掲 げ る 施 設 か ら 排 出 し 、 ま た は 発 生 す る 汚 水 等 を

処 理 す る 施 設  

 

 （ 汚 水 等 の 量 の 測 定 を 要 す る 特 定 施 設 ）  



第 二 十 条  条 例 第 三 十 三 条 の 規 則 で 定 め る 特 定 施 設 は 、 ば い 煙 に

係 る 特 定 施 設 な ら び に 汚 水 お よ び 廃 液 に 係 る 特 定 施 設 （ 水 質 汚

濁 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等

に 設 置 さ れ て い る も の を 除 く 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） と す る 。  

 

（ 汚 水 等 の 量 お よ び 濃 度 等 の 測 定 お よ び 記 録 ）  

第 二 十 一 条  条 例 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 汚 水 等 の 量 お よ び 濃

度 等 の 測 定 は 、 規 制 基 準 （ 騒 音 に 係 る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） に 定 め ら れ た 事 項 に つ い て 、 当 該 規 制 基 準 に

定 め る 測 定 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。 た だ し 、 汚 水 お よ び 廃

液 に 係 る 特 定 施 設 に つ い て は 、 様 式 第 六 号 別 紙 八 （ 様 式 第 七 号

に お い て 様 式 第 六 号 備 考 二 の 例 に よ り 記 入 す る 場 合 を 含 む 。 ）

に よ り 届 け 出 た 有 害 物 質 に つ い て 行 う も の と す る 。  

２  （ 略 ）  

３  条 例 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 測 定 は 六 月 ご と に 一 回 以 上 行

う も の と し 、 そ の 結 果 は 汚 水 等 記 録 表 （ 様 式 第 十 五 号 ） に 記 録

す る も の と す る 。 た だ し 、 計 量 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 五 十 一 号 ）

第 百 七 条 の 登 録 を 受 け た 者 か ら 、 当 該 汚 水 等 記 録 表 に 記 載 す べ

き 事 項 に つ い て 証 明 す る 旨 を 記 載 し た 同 法 第 百 十 条 の 二 の 証

明 書 の 交 付 を 受 け た 場 合 （ 同 法 第 百 七 条 た だ し 書 に 定 め る 者 か

ら 当 該 証 明 書 に 相 当 す る 書 面 の 交 付 を 受 け た 場 合 を 含 む 。 ） に

あ っ て は 、 当 該 事 項 の 汚 水 等 記 録 表 へ の 記 載 を 省 略 す る こ と が

で き る 。  

４  前 項 の 測 定 の 結 果 の 記 録 は 、 同 項 の 汚 水 等 記 録 表 に 加 え 、 当

該 測 定 に 伴 い 作 成 し た チ ャ ー ト そ の 他 の 資 料 ま た は 前 項 た だ

し 書 に 定 め る 証 明 書 （ 計 量 法 第 百 七 条 た だ し 書 に 定 め る 者 か ら

交 付 を 受 け た 当 該 証 明 書 に 相 当 す る 書 面 を 含 む 。 ） を 三 年 間 保

存 す る も の と す る 。  

 

（ 公 害 防 止 管 理 責 任 者 ）  

第 二 十 二 条  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 工 場 等 は 、 常

時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 二 十 一 人 以 上 の 工 場 等 で あ っ て 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 特 定 工 場 に お け る 公 害 防 止 組

織 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 百 七 号 ） 第 二 条 の

特 定 工 場 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） と す る 。  

第 二 十 条  条 例 第 三 十 三 条 の 規 則 で 定 め る 特 定 施 設 は 、 ば い 煙 に

係 る 特 定 施 設 な ら び に 汚 水 お よ び 廃 液 に 係 る 特 定 施 設 （ 水 質 汚

濁 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等

に 設 置 さ れ て い る も の を 除 く 。 ） と す る 。  

 

（ 汚 水 等 の 量 お よ び 濃 度 等 の 測 定 お よ び 記 録 ）  

第 二 十 一 条  条 例 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 汚 水 等 の 量 お よ び 濃

度 等 の 測 定 は 、 規 制 基 準 に 定 め ら れ た 事 項 に つ い て 、 当 該 規 制

基 準 に 定 め る 測 定 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

 

 

 

 

２  （ 略 ）  

３  条 例 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ る 測 定 は 六 月 ご と に 一 回 以 上 行

う も の と し 、 そ の 結 果 は 汚 水 等 記 録 表 （ 様 式 第 十 五 号 ） に 記 録

し 、 三 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ 公 害 防 止 管 理 責 任 者 ）  

第 二 十 二 条  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 工 場 等 は 、 常

時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 二 十 一 人 以 上 の 工 場 等 で あ っ て 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 特 定 工 場 に お け る 公 害 防 止 組

織 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 百 七 号 ） 第 二 条 の

特 定 工 場 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） と す る 。  

 



一  特 定 工 場  

二  特 定 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）  
三  大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 、 別 表 第 一 の 二 も し く は 別

表 第 二 に 掲 げ る 施 設 、 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 に 掲 げ

る 施 設 、 騒 音 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 三 年 政 令 第 三 百 二 十 四

号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 、 振 動 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 五 十 一

年 政 令 第 二 百 八 十 号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 ま た は ダ イ オ キ

シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 施 行 令 別 表 第 一 も し く は 別 表 第 二 に

掲 げ る 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 （ 前 二 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）  

２  （ 略 ）  

 

 （ 提 出 書 類 の 省 略 ）  

第 三 十 一 条  条 例 第 十 三 条 か ら 第 十 五 条 ま で の 規 定 に よ る 届 出

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 工 場 の 届 出 」 と い う 。 ） を し な け

れ ば な ら な い 者 は 、 当 該 特 定 工 場 の 届 出 に 係 る 特 定 工 場 に 設 置

し て い る 施 設 に つ い て 、 大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第

九 十 七 号 ） 、 水 質 汚 濁 防 止 法 も し く は 条 例 第 二 十 二 条 か ら 第 二

十 四 条 ま で の 規 定 に よ る 届 出 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 施 設

の 届 出 」 と い う 。 ） を 既 に 行 っ て い る 場 合 ま た は 当 該 特 定 施 設

の 届 出 を 併 せ て 行 う 場 合 に お い て 、 当 該 特 定 工 場 の 届 出 を す る

際 に 添 付 す べ き 書 類 に 当 該 特 定 施 設 の 届 出 を す る 際 に 提 出 し 、

ま た は 提 出 す べ き 書 類 と 同 様 の 内 容 の も の が あ る と き は 、 こ れ

を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 

 

別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）  

（ 略 ）  

備 考  重 油 以 外 の 燃 料 使 用 量 の 重 油 の 重 さ ( 単 位 は 、 キ ロ グ ラ

ム と す る 。) へ の 換 算 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 燃 料 の 種 類 の

区 分 に 応 じ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 燃 料 の 量 を そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る 重 油 の 量 に 置 き 換 え た も の に 〇 ・ 九 〇 を 乗 じ る

こ と に よ り 行 う も の と す る 。  

 

一  特 定 工 場  

二  特 定 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）  

三  大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 も し く は 別 表 第 二 に 掲 げ

る 施 設 、 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 、 騒 音

規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 三 年 政 令 第 三 百 二 十 四 号 ） 別 表 第 一

に 掲 げ る 施 設 ま た は 振 動 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 五 十 一 年 政 令 第

二 百 八 十 号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等

（ 前 二 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

 

 

２  （ 略 ）  

 

 （ 提 出 書 類 の 省 略 ）  

第 三 十 一 条  条 例 第 十 三 条 か ら 第 十 五 条 ま で の 規 定 に よ る 届 出

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 工 場 の 届 出 」 と い う 。 ） を し な け

れ ば な ら な い 者 は 、 当 該 特 定 工 場 の 届 出 に 係 る 特 定 工 場 に 設 置

し て い る 施 設 に つ い て 、 大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第

九 十 七 号 ） 、 水 質 汚 濁 防 止 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ）

も し く は 条 例 第 二 十 二 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で の 規 定 に よ る 届

出 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 施 設 の 届 出 」 と い う 。 ） を 既 に

行 っ て い る 場 合 ま た は 当 該 特 定 施 設 の 届 出 を 併 せ て 行 う 場 合

に お い て 、 当 該 特 定 工 場 の 届 出 を す る 際 に 添 付 す べ き 書 類 に 当

該 特 定 施 設 の 届 出 を す る 際 に 提 出 し 、 ま た は 提 出 す べ き 書 類 と

同 様 の 内 容 の も の が あ る と き は 、 こ れ を 省 略 す る こ と が で き

る 。  

 
別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）  

（ 略 ）  
備 考  重 油 以 外 の 燃 料 使 用 量 の 重 油 の 重 さ ( 単 位 は 、 キ ロ グ ラ

ム と す る 。 ) へ の 換 算 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 燃 料 の 種 類

の 区 分 に 応 じ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 燃 料 の 量 を そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 重 油 の 量 に 置 き 換 え た も の に 〇 ・ 九 〇 を 乗 じ

る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  



 燃 料 の 種 類  燃 料 の 量  重 油 の 量 （ 単 位 リ ッ ト ル ）    燃 料 の 種 類  燃 料 の 量  重 油 の 量 （ 単 位 リ ッ ト ル ）   

 一 ～ 六  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 六  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 七  そ の 他 の 燃 料  一 リ ッ ト

ル （ 固 体 燃

料 お よ び

気 体 燃 料

に あ っ て

は 、 一 キ ロ

グ ラ ム ）  

当 該 燃 料 の 量 一 リ ッ ト ル （ 固

体 燃 料 お よ び 気 体 燃 料 に あ っ

て は 、 一 キ ロ グ ラ ム ） 当 た り

の 発 熱 量 に 相 当 す る 発 熱 量 を

有 す る 重 油 （ 一 リ ッ ト ル 当 た

り 発 熱 量 四 一 、 四 二 二 キ ロ ジ

ュ ー ル と す る 。 ） の 量  

  七  そ の 他 の 燃 料  一 リ ッ ト

ル （ 固 体 燃

料 お よ び

気 体 燃 料

に あ っ て

は 、 一 キ ロ

グ ラ ム ）  

当 該 燃 料 の 量 一 リ ッ ト ル （ 固

体 燃 料 お よ び 気 体 燃 料 に あ

っ て は 、 一 キ ロ グ ラ ム ） 当 た

り の 発 熱 量 に 相 当 す る 発 熱

量 を 有 す る 重 油 （ 一 リ ッ ト ル

当 た り 発 熱 量 九 、 九 〇 〇 キ ロ

カ ロ リ ー と す る 。 ） の 量  

 

 注  （ 略 ）    注  （ 略 ）   

  

別 表 第 三 （ 第 四 条 関 係 ）  

一  ば い 煙 に 係 る 特 定 施 設  

１  金 属 の 精 製 ま た は 鋳 造 の 用 に 供 す る 溶 解 炉 （ こ し き 炉 な

ら び に ４ お よ び 1
3 か ら 1
5 ま で に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） で あ

っ て 、 そ の 規 模 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

(一
)

～ (二
)

 （ 略 ）  

(三
)

 バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 一 時 間 当 た り

三 〇 リ ッ ト ル 以 上 で あ る も の  

(四
)

 （ 略 ）  

２ ～ 1
7  （ 略 ）  

備 考  （ 略 ）  

二  （ 略 ）  

三  （ 略 ）  

四  （ 略 ）  

 

別 表 第 四 （ 第 六 条 関 係 ）  

一  特 定 工 場 に 係 る 規 制 基 準  

１  ば い 煙 に 係 る 規 制 基 準  

特 定 工 場 に お い て 排 出 す る 硫 黄 酸 化 物 の 量 の 許 容 限 度

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 地 域 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 値 と す る 。  

(一
)

 福 井 ・ 坂 井 地 域 （ 福 井 市 （ 同 市 の う ち 平 成 十 八 年 一

別 表 第 三 （ 第 四 条 関 係 ）  

一  ば い 煙 に 係 る 特 定 施 設  

１  金 属 の 精 製 ま た は 鋳 造 の 用 に 供 す る 溶 解 炉 （ こ し き 炉 な

ら び に ４ お よ び 1
3 か ら 1
5 ま で に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） で あ

っ て 、 そ の 規 模 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

(一
)

～ (二
)

 （ 略 ）  

(三
)

 バ ー ナ ー の 燃 料 の 燃 焼 能 力 が 重 油 換 算 一 時 間 当 た り

三 〇 リ ッ ト ル 以 上 五 〇 リ ッ ト ル 未 満 で あ る も の  

(四
)

 （ 略 ）  

２ ～ 1
7  （ 略 ）  

備 考  （ 略 ）  

二  （ 略 ）  

三  （ 略 ）  

四  （ 略 ）  

 
別 表 第 四 （ 第 六 条 関 係 ）  

一  特 定 工 場 に 係 る 規 制 基 準  
１  ば い 煙 に 係 る 規 制 基 準  

特 定 工 場 に お い て 排 出 す る 硫 黄 酸 化 物 の 量 の 許 容 限 度

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 地 域 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 値 と す る 。  

(一
)

 福 井 ・ 坂 井 地 域 （ 福 井 市 （ 同 市 の う ち 平 成 十 八 年 一



月 三 十 一 日 現 在 に お け る 福 井 市 の 区 域 に 限 る 。 ） 、 あ わ

ら 市 お よ び 坂 井 市 の 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 丹 南 地

域 （ 鯖 江 市 お よ び 越 前 市 の う ち 平 成 十 七 年 九 月 三 十 日

現 在 に お け る 武 生 市 の 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） お よ び

敦 賀 地 域 （ 敦 賀 市 の 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 次 の (
1
)

 
お よ び (
2
)

の 式 に お い て そ れ ぞ れ 算 出 さ れ た 値 の う ち い

ず れ か 少 な い 値  

(
1
)

  Q1 ＝ a ・ Wb ＋ r ・ a ｛ （ W ＋ Wi ） b ― Wb ｝  
（ 略 ）  

(
2
)

  Q2 ＝ a ・ ρ ・ W ＋ b 

こ の 式 に お い て 、 Q
2

、 W 、 、 a お よ び b は 、 そ

れ ぞ れ 次 の 値 を 表 す も の と す る 。  

Q
2  硫 黄 酸 化 物 の 量 （ 温 度 が 摂 氏 〇 度 、 一 気 圧 の 状

態 に お け る 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 立 方 メ ー ト

ル 毎 時 と す る 。 ）  

W  特 定 工 場 に 設 置 さ れ て い る す べ て の ば い 煙 発

生 施 設 に お い て 使 用 さ れ る 原 料 お よ び 燃 料 の 通

常 の 使 用 量 （ 重 油 の 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 キ

ロ リ ッ ト ル 毎 時 と す る 。 ）  

 特 定 工 場 に お い て 使 用 さ れ る 主 た る 原 料 ま た

は 燃 料 が 重 油 の 場 合 に あ っ て は 当 該 重 油 の 比 重 、

重 油 以 外 の 場 合 に あ っ て は 〇 ・ 九 〇  

a お よ び b  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る W の 値 の 区 分

に 応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 お よ び 下 欄 に 掲 げ る

数 値  

 

表 （ 略 ）  

 

(二
)

 

 (
一

)
に 掲 げ る 地 域 以 外 の 地 域  次 の 式 に お い て 算 出

さ れ た 値  

Q ＝ a ・ ρ ・ W ＋ b 

こ の 式 に お い て 、 Q 、 W 、  、 a お よ び b は 、 そ

れ ぞ れ 次 の 値 を 表 す も の と す る 。  

月 三 十 一 日 現 在 に お け る 福 井 市 の 区 域 に 限 る 。 ） 、 あ わ

ら 市 お よ び 坂 井 市 の 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 丹 南 地

域 （ 鯖 江 市 お よ び 越 前 市 の う ち 平 成 十 七 年 九 月 三 十 日

現 在 に お け る 武 生 市 の 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） お よ び

敦 賀 地 域 （ 敦 賀 市 の 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 次 の (
1
)

 

お よ び (
2
)

の 式 に お い て そ れ ぞ れ 算 出 さ れ た 値 の う ち い

ず れ か 少 な い 値  

(
1
)

  Q1 ＝ a ・ Wb ＋ r ・ a ｛ （ W ＋ Wi ） b ― Wb ｝  

（ 略 ）  

(
2
)

  Q2 ＝ a ・ ρ ・ W ＋ b 

こ の 式 に お い て 、 Q
2

、 W 、 、 a お よ び b は 、 そ

れ ぞ れ 次 の 値 を 表 す も の と す る 。  

Q
2  硫 黄 酸 化 物 の 量 （ 温 度 が 摂 氏 〇 度 、 一 気 圧 の 状

態 に お け る 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 立 方 メ ー ト

ル 毎 時 と す る 。 ）  

W  特 定 工 場 に 設 置 さ れ て い る す べ て の ば い 煙 発

生 施 設 に お い て 使 用 さ れ る 原 料 お よ び 燃 料 の 通

常 の 使 用 量 （ 重 油 の 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 キ

ロ リ ッ ト ル 毎 時 と す る 。 ）  

 特 定 工 場 に お い て 使 用 さ れ る 重 油 の 比 重 （ 重 油

以 外 の 原 料 お よ び 燃 料 の 量 を 重 油 の 量 に 換 算 し

た 場 合 に あ っ て は 、 〇 ・ 九 〇 ）  

a お よ び b  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る W の 値 の 区 分

に 応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 お よ び 下 欄 に 掲 げ る

数 値  

 

      表 （ 略 ）  

 

(二
)

 

 (
一

)
に 掲 げ る 地 域 以 外 の 地 域  次 の 式 に お い て 算 出

さ れ た 値  

Q ＝ a ・ ρ ・ W ＋ b 
こ の 式 に お い て 、 Q 、 W 、  、 a お よ び b は 、 そ

れ ぞ れ 次 の 値 を 表 す も の と す る 。  

ρ
 

ρ
 

ρ
 

ρ
 

ρ
 

ρ
 



Q  硫 黄 酸 化 物 の 量 （ 温 度 が 摂 氏 〇 度 、 一 気 圧 の 状

態 に お け る 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 立 方 メ ー ト

ル 毎 時 と す る 。 ）  

W  特 定 工 場 に 設 置 さ れ て い る す べ て の ば い 煙 発 生

施 設 に お い て 使 用 さ れ る 原 料 お よ び 燃 料 の 通 常 の

使 用 量 （ 重 油 の 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 キ ロ リ

ッ ト ル 毎 時 と す る 。 ）  

 特 定 工 場 に お い て 使 用 さ れ る 主 た る 原 料 ま た は

燃 料 が 重 油 の 場 合 に あ っ て は 当 該 重 油 の 比 重 、 重

油 以 外 の 場 合 に あ っ て は 〇 ・ 九 〇  

a お よ び b  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る W の 値 の 区 分 に

応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 お よ び 下 欄 に 掲 げ る 数 値  

 

表 （ 略 ）  

 

備 考  

一  （ 略 ）  

二  （ 略 ）  

三  硫 黄 酸 化 物 の 量 は 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る 方 法 に よ り 算 定

す る も の と す る 。  

 イ  （ 略 ）  

 ロ  規 格 Ｋ 二 三 〇 一 、 規 格 Ｋ 二 五 四 一 ― 一 か ら 二 五 四 一 ― 七

ま で ま た は 規 格 Ｍ 八 八 一 三 に 定 め る 方 法 に よ り 燃 料 の 硫

黄 含 有 率 を 、 規 格 Ｚ 八 七 六 二 ― 一 か ら 八 七 六 二 ― 四 ま で に

定 め る 方 法 そ の 他 の 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 方 法 に よ り

燃 料 の 使 用 量 を そ れ ぞ れ 測 定 し て 算 定 す る 方 法  

 ハ  （ 略 ）  

四  （ 略 ）  

 

 ２ （ 略 ）  

３ （ 略 ）  

 

二  特 定 施 設 ま た は 特 定 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 に 係 る 規

制 基 準   

１  ば い 煙 に 係 る 規 制 基 準  

Q  硫 黄 酸 化 物 の 量 （ 温 度 が 摂 氏 〇 度 、 一 気 圧 の 状

態 に お け る 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 立 方 メ ー ト

ル 毎 時 と す る 。 ）  

W  特 定 工 場 に 設 置 さ れ て い る す べ て の ば い 煙 発 生

施 設 に お い て 使 用 さ れ る 原 料 お よ び 燃 料 の 通 常 の

使 用 量 （ 重 油 の 量 に 換 算 し た 量 。 単 位 は 、 キ ロ リ

ッ ト ル 毎 時 と す る 。 ）  

 特 定 工 場 に お い て 使 用 さ れ る 重 油 の 比 重 （ 重 油

以 外 の 原 料 お よ び 燃 料 の 量 を 重 油 の 量 に 換 算 し た

場 合 に あ っ て は 、 〇 ・ 九 〇 ）  

a お よ び b  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る W の 値 の 区 分 に

応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 お よ び 下 欄 に 掲 げ る 数 値  

 

    表 （ 略 ）  

 

備 考  

一  （ 略 ）  

二  （ 略 ）  

三  硫 黄 酸 化 物 の 量 は 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る 方 法 に よ り 算 定

す る も の と す る 。  

 イ  （ 略 ）  

 ロ  規 格 Ｋ 二 三 〇 一 、 規 格 Ｋ 二 五 四 一 ま た は 規 格 Ｍ 八 八 一 三

に 定 め る 方 法 に よ り 燃 料 の 硫 黄 含 有 率 を 、 規 格 Ｚ 八 七 六 二

ま た は 規 格 Ｚ 八 七 六 三 に 定 め る 方 法 そ の 他 の 適 当 で あ る

と 認 め ら れ る 方 法 に よ り 燃 料 の 使 用 量 を そ れ ぞ れ 測 定 し

て 算 定 す る 方 法  

 ハ  （ 略 ）  

四  （ 略 ）  

 

 ２ （ 略 ）  

３ （ 略 ）  

 

二  特 定 施 設 ま た は 特 定 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 に 係 る 規

制 基 準   

  １  ば い 煙 に 係 る 規 制 基 準  

ρ
 

ρ
 



  （ 一 ） （ 略 ）  

  （ 二 ） 有 害 物 質 に 関 す る 規 制 基 準  

 （ 略 ）  

 備 考  

  一 （ 略 ）  

  二 （ 略 ）  

 

有 害 物 質 の 種 類  測  定  方  法  

カ ド ミ ウ ム お よ

び そ の 化 合 物  
規 格 Ｚ 八 八 〇 八 に 定 め る 方 法 に よ り 採

取 し 、 規 格 Ｋ 〇 〇 八 三 に 定 め る 方 法 に

よ り 測 定 す る 方 法  

塩 素  規 格 Ｋ 〇 一 〇 六 に 定 め る 方 法  

塩 化 水 素  規 格 Ｋ 〇 一 〇 七 に 定 め る 方 法  

弗 素 、 弗 化 水 素 お

よ び 弗 化 珪 素  

規 格 Ｋ 〇 一 〇 五 に 定 め る 方 法  

鉛 お よ び そ の 化

合 物  

規 格 Ｚ 八 八 〇 八 に 定 め る 方 法 に よ り 採

取 し 、 規 格 Ｋ 〇 〇 八 三 に 定 め る 方 法 に

よ り 測 定 す る 方 法  

三  （ 略 ）  

 

２  汚 水 お よ び 廃 液 に 係 る 規 制 基 準  

工 場 等  

の 種 類  

有 害 物 質 の 種 類  許 容 限 度  

 

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  

一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

一 リ ッ ト ル 当 た り

一 ミ リ グ ラ ム  

（ 略 ）  （ 略 ）  

備 考 （ 略 ）  

 

３  悪 臭 に 係 る 規 制 基 準  

工 場 等 の 種 類  許 容 限 度  

  （ 一 ） （ 略 ）  

  （ 二 ） 有 害 物 質 に 関 す る 規 制 基 準  

 （ 略 ）  

 備 考  

  一 （ 略 ）  

  二 （ 略 ）  

 

有 害 物 質 の 種 類  測  定  方  法  

カ ド ミ ウ ム お よ

び そ の 化 合 物  

規 格 Ｚ 八 八 〇 八 に 定 め る 方 法 に よ り 採

取 し 、 原 子 吸 光 法 、 吸 光 光 度 法 ま た は

ポ ー ラ ロ グ ラ フ 法 に よ り 測 定 す る 方 法  

塩 素  規 格 Ｋ 〇 一 〇 六 に 定 め る 方 法 の う ち オ

ル ト ト リ ジ ン 法 ま た は 連 続 分 析 法  

塩 化 水 素  規 格 Ｋ 〇 一 〇 七 に 定 め る 方 法 の う ち チ

オ シ ア ン 酸 第 二 水 銀 法  

弗 素 、 弗 化 水 素 お

よ び 弗 化 珪 素  

規 格 Ｋ 〇 一 〇 五 に 定 め る 方 法 の う ち 吸

光 光 度 法  

鉛 お よ び そ の 化

合 物  

規 格 Ｚ 八 八 〇 八 に 定 め る 方 法 に よ り 採

取 し 、 原 子 吸 光 法 、 吸 光 光 度 法 ま た は

ポ ー ラ ロ グ ラ フ 法 に よ り 測 定 す る 方 法  

三  （ 略 ）  

 

 ２  汚 水 お よ び 廃 液 に 係 る 規 制 基 準  

工 場 等  

の 種 類  

有 害 物 質 の 種 類  許 容 限 度  

 

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）  

一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

一 リ ッ ト ル 当 た り

〇 ・ 二 ミ リ グ ラ ム  

（ 略 ）  （ 略 ）  

備 考 （ 略 ）  

 

３  悪 臭 に 係 る 規 制 基 準  

工 場 等 の 種 類  許 容 限 度  



（ 略 ）  （ 略 ）  

備 考  

一  （ 略 ）  
二  「 臭 気 指 数 」 と は 、 気 体 に 係 る 悪 臭 の 程 度 に 関 す る 値

で あ っ て 、 臭 気 指 数 及 び 臭 気 排 出 強 度 の 算 定 の 方 法 （ 平

成 七 年 環 境 庁 告 示 第 六 十 三 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ り 、

人 間 の 嗅 覚 で 臭 気 を 感 知 す る こ と が で き な く な る ま で 気

体 の 希 釈 を し た 場 合 に 、 次 の 式 に お い て 算 定 さ れ る 値 を

い う 。  

（ 略 ）  

三  （ 略 ）  
 

（ 略 ）  （ 略 ）  

備 考  

一  （ 略 ）  

二  「 臭 気 指 数 」 と は 、 気 体 に 係 る 悪 臭 の 程 度 に 関 す る 値

で あ っ て 、 臭 気 指 数 の 算 定 の 方 法 （ 平 成 七 年 環 境 庁 告 示

第 六 十 三 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ り 、 人 間 の 嗅 覚 で 臭 気

を 感 知 す る こ と が で き な く な る ま で 気 体 の 希 釈 を し た 場

合 に 、 次 の 式 に お い て 算 定 さ れ る 値 を い う 。  

 

（ 略 ）  

三  （ 略 ）  
 

 

様式第１号（第５条関係）  

（略）  

（略）  

公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  

大気汚染

防止法  

第 6 条第 1 項・第 7 条第 1 項・

第 8 条第 1 項・第 17 条の 5 第

1 項・第 17 条の 6 第 1 項・第

17 条の 7 第 1 項・第 18 条第 1

項・第 18 条第 3 項・第 18 条の

2 第 1 項・第 18 条の 6 第 1 項・

第 18 条の 6 第 3 項・第 18 条の

7 第 1 項 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 5 条第 2 項・

第 6 条第 1 項・第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  

 

様式第２号（第５条関係）  

（略）  

（略）  
公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  

 

様式第１号（第５条関係）  

（略）  

（略）  

公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  

大気汚染

防止法  

第 6 条第 1 項・第 7 条第 1 項・

第 8 条第 1 項・第 18 条第 1 項・

第 18 条の 2 第 1 項・第 18 条の

6 第 1 項・第 18 条の 7 第 1 項 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 6 条第 1 項・

第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係）  

（略）  

（略）  
公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  



大気汚染

防止法  

第 6 条第 1 項・第 7 条第 1 項・

第 8 条第 1 項・第 17 条の 5 第

1 項・第 17 条の 6 第 1 項・第

17 条の 7 第 1 項・第 18 条第 1

項・第 18 条第 3 項・第 18 条の

2 第 1 項・第 18 条の 6 第 1 項・

第 18 条の 6 第 3 項・第 18 条の

7 第 1 項 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 5 条第 2 項・

第 6 条第 1 項・第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  

 

様式第５号（第５条関係）  

（別紙のとおり）  

 

様式第１５号（第２１条関係） 

 （別紙のとおり） 

 

別紙８ 

 （別紙のとおり） 

大気汚染

防止法  

第 6 条第 1 項・第 7 条第 1 項・

第 8 条第 1 項・第 18 条第 1 項・

第 18 条の 2 第 1 項・第 18 条の

6 第 1 項・第 18 条の 7 第 1 項 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 6 条第 1 項・

第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  

 

様式第５号（第５条関係）  

（略）  

 

様式第１５号（第２１条関係） 

 （略） 

 

別紙８  

 （略） 

  

 



  第 二 条 に よ る 改 正  

改   正   案  

 

現      行  

  
（ 公 害 防 止 管 理 責 任 者 ）  

第 二 十 二 条  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 工 場 等 は 、 常

時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 二 十 一 人 以 上 の 工 場 等 で あ っ て 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 特 定 工 場 に お け る 公 害 防 止 組

織 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 百 七 号 ） 第 二 条 の

特 定 工 場 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） と す る 。  

一  特 定 工 場  

二  特 定 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）  

三  大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 、 別 表 第 一 の 二 も し く は 別

表 第 二 に 掲 げ る 施 設 、 水 質 汚 濁 防 止 法 第 五 条 第 三 項 に 規 定 す

る 有 害 物 質 貯 蔵 指 定 施 設 、 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 に

掲 げ る 施 設 、 騒 音 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 三 年 政 令 第 三 百 二

十 四 号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 、 振 動 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 五

十 一 年 政 令 第 二 百 八 十 号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 ま た は ダ イ

オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 施 行 令 別 表 第 一 も し く は 別 表 第

二 に 掲 げ る 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 （ 前 二 号 に 掲 げ る も の

を 除 く 。 ）  

２  （ 略 ）  

 

 

（ 公 害 防 止 管 理 責 任 者 ）  

第 二 十 二 条  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 工 場 等 は 、 常

時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 二 十 一 人 以 上 の 工 場 等 で あ っ て 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 特 定 工 場 に お け る 公 害 防 止 組

織 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 百 七 号 ） 第 二 条 の

特 定 工 場 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） と す る 。  

一  特 定 工 場  

二  特 定 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）  

三  大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 、 別 表 第 一 の 二 も し く は 別

表 第 二 に 掲 げ る 施 設 、 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 別 表 第 一 に 掲 げ

る 施 設 、 騒 音 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 三 年 政 令 第 三 百 二 十 四

号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 、 振 動 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 五 十 一

年 政 令 第 二 百 八 十 号 ） 別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 ま た は ダ イ オ キ

シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 施 行 令 別 表 第 一 も し く は 別 表 第 二 に

掲 げ る 施 設 を 設 置 し て い る 工 場 等 （ 前 二 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）  

 

２  （ 略 ）  

 

別 表 第 三 （ 第 四 条 関 係 ）  

一  ば い 煙 に 係 る 特 定 施 設  

１ ～ 1
7  （ 略 ）  

備 考  （ 略 ）  

二  汚 水 お よ び 廃 液 に 係 る 特 定 施 設  

 有 害 物 質 （ 別 表 第 一 の 二 の 表 に 掲 げ る 物 質 に 限 る 。 ） を 使 用

し 、 ま た は 排 出 す る 施 設 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の （ 移 動 式 を

含 み 、 水 質 汚 濁 防 止 法 第 五 条 第 一 項 、 第 二 項 ま た は 第 三 項 の

規 定 に よ る 届 出 を し な け れ ば な ら な い 施 設 を 除 く 。 ）  

 １ ～ 1
3  （ 略 ）  

三  （ 略 ）  

別 表 第 三 （ 第 四 条 関 係 ）  

一  ば い 煙 に 係 る 特 定 施 設  

１ ～ 1
7  （ 略 ）  

備 考  （ 略 ）  
二  汚 水 お よ び 廃 液 に 係 る 特 定 施 設  

 有 害 物 質 （ 別 表 第 一 の 二 の 表 に 掲 げ る 物 質 に 限 る 。 ） を 使 用

し 、 ま た は 排 出 す る 施 設 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の （ 移 動 式 を

含 み 、 水 質 汚 濁 防 止 法 第 五 条 第 一 項 ま た は 第 二 項 の 規 定 に よ

る 届 出 を し な け れ ば な ら な い 施 設 を 除 く 。 ）  

 １ ～ 1
3  （ 略 ）  

三  （ 略 ）  



四  （ 略 ）  

 

四  （ 略 ）  

 

様式第１号（第５条関係）  

（略）  

（略）  

公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  

（略）  （略） 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 5 条第 2 項・

第 5 条第 3 項・第 6 条第 1 項・

第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  

 

様式第２号（第５条関係）  

（略）  

（略）  

公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  

（略）  （略） 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 5 条第 2 項・

第 5 条第 3 項・第 6 条第 1 項・

第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  
 

様式第１号（第５条関係）  

（略）  

（略）  

公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  

（略）  （略） 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 5 条第 2 項・

第 6 条第 1 項・第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  

 

様式第２号（第５条関係）  

（略）  

（略）  

公害関係法による届出状況  

（該当するものを○で囲む。）  

（略）  （略） 

水質汚濁

防止法  

第 5 条第 1 項・第 5 条第 2 項・

第 6 条第 1 項・第 7 条 

（略）  （略）  

（略）  
 

  

 


